
 

 

別紙３ 

賃金システムでの共済組合番号入力方法 

 

 賃金システム利用職員の中で共済組合に加入している職員については、システム上で組合

員番号の入力が必要となるため、正しく入力できていることを以下の手順で確認願います。 

 

 採用情報管理＞基本情報登録 を開き、共済組合に加入している職員を検索。 

 

 「照会」ボタンから職員の情報を確認。ページ下部にある「種別」の中にある「共済組合

員番号」の欄が未入力となっている場合は「修正」ボタンで開きなおす。 

 

 「種別」の「共済組合番号」の欄に組合員番号（保険証記載の番号）を入力して、登録（同

時に共済組合種別の修正などがない場合は「履歴修正」などの選択は不要）。 

 ※新規の雇用があった場合についても、組合員番号が分かり次第入力する。 

「0000000000」の場合は、共済組合番号が未入力。 

共済組合番号（保険証の番号）を入力。 

共済組合番号の入力のみの場合は選択不要。 


